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質問及び回答書  

令和８年６月９日  

 

業務名：屋島山上観光渋滞対策社会実験業務委託（ダイナミックプラ

イシング及びパークアンドバスライド実証実験）  

No. 質問事項  回答  

1 

参加資格における履行実績につ

いて確認させていただきます。参加

資格では、「交通需要マネジメント

及び実証実験の業務委託で、契約金

26,570,000 円（消費税及び地方消

費税を含む。）以上の履行実績を有

すること」とされています。  

この要件について、「交通需要マ

ネジメント」と「実証実験」が一体

となった同一業務での履行実績が

必要でしょうか。  

それとも、「交通需要マネジメン

ト」に関する業務と「実証実験」に

関する業務がそれぞれ別業務であ

っても、参加資格の履行実績として

認められるでしょうか。  

また、その場合、それぞれの業務

で契約金額 26,570,000 円（税込）

以上である必要がありますでしょ

うか。  

 「交通需要マネジメント」

と「実証実験」が一体となっ

た委託業務の実績が必要とな

ります。  

2 

 

 指定管理者が契約する業務仕様

書に該当しない業務を本業務の中

で委託することは可能ですか。  

 高松市屋島山上交流拠点施

設及び高松市屋島山上観光駐

車場管理運営業務仕様書に該

当の無い業務で、かつ、本業

務を履行するために必要とな

る業務において、第三者に委

任し、又は請け負わせようと

する場合は、本業務の本市と

受注者での業務委託契約締結

後に本市の承諾を得た上で、

これを行うことが可能です。  

参考として、屋島山上観光

駐車場の利用料金の収受等に

ついて、仕様書「４  業務の
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内容」に、三者間での協議を

行い経費分担等を定める予定

とあるのは、「社会実験の実

施により追加で発生する費用

については、当該業務受託者

において負担する」等の内容

について規定することを想定

しています。  

3 

閑散期・繁忙期におけるイベント

実施時期及び回数等の想定はあり

ますか。  

 現在、屋島山上のイベント

については、 allYASHIMA

（ https://www.yashima-navi

.jp/jp/）にてスケジュールを

掲載しています。また、今年

度の本市予算「屋島山上にぎ

わい創出事業補助金」を活用

し、屋島山上観光協会が、夏

季、秋季、冬季それぞれに異

なる期間のイベントを予定し

ています。（変更となる場合

もありますので、御留意くだ

さい。）  

4 

プレゼンテーション時に再委託

予定先の業者を同席させることは

問題ないですか。  

参加資格の審査結果通知時

に、プレゼンテーション時の

出席可能人数を通知します。

その範囲内であれば、再委託

予定者を同席させることは可

能です。  

5 

様式第３号実績調書の実績を証

明する書類について、一般財団法人

日本建設情報総合センター（ JACIC）

が公共発注機関に提供するテクリ

ス登録は証明書に該当しますか。  

実績調書（様式第３号）の

実績の事実・内容が確認でき

る書類については、契約書、

仕様書の写しのほか、テクリ

スの完了時業務カルテ受領

書・完了時データの写しの添

付も可能です。  

6 

実施要領Ｐ７、８提案書等の提

出、 (1)提出方法、ア提案書につい

て、「用紙サイズ：Ａ４判」とあり

ますが、一部にＡ３判（Ａ４判折込）

を含めることは可能ですか。  

可能です。  

ただし、Ａ３片面はＡ４表

裏１枚としてカウントしてく

ださい。  

7 

実施要領Ｐ７、８提案書等の提

出、 (1)提出方法、イ部数に記載の

副本ついて、提案書（表紙、提案内

容）に提案者情報が分からない記載

とした方がよろしいですか。  

実施要領「８  提案書等の

提出」（１）ア（イ）に記載

の副本について、正本と同様

に提案者の情報を記載するこ

とで問題ございません。  
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8 

実施要領Ｐ８、９審査の方法につ

いて、プレゼンテーションで、

PowerPoint を使用したスライド説

明（プロジェクターとスクリーンを

利用）を行うことは可能ですか。  

PowerPoint を使用したプレ

ゼンテーションも可能です。

審査会場において利用可能な

設備の詳細は、参加資格の審

査結果通知時にお知らせする

予定です。  

9 

仕様書Ｐ２（２）社会実験の実施

計画策定について、エ  屋島山上観

光駐車場の利用料金の収受方法に

関して、収受機器の改修が必要にな

る場合の費用も本業務に含むかご

教示ください。  

現行の収受機器の改修が本

実証実験の前提とする企画提

案となる場合は、その費用も

含めた参考見積としてくださ

い。なお、収受機器の改修を

行う場合は、市及び指定管理

者の承認が必要となります。  

10 

仕様書Ｐ４（５）協議会の運営支

援について、協議会の開催回数およ

び開催時期に関して現段階の想定

があればご教示ください。  

開催時期については未定で

すが、最大で３回程度、開催

の見込みです。  

 


